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(57)【要約】
【課題】ハンドル台座を室内側から遮蔽することで意匠
性の良い開き窓を提供する。
【解決手段】本発明にかかる開き窓１は、枠（枠体）３
と、開き障子５を備え、枠３は開き障子の戸先框２１を
隠す樹脂枠（室内側枠部）１５を有し、開き障子５は、
戸先側見付面にハンドル台座３３を有し、ハンドル台座
３３に取付けたハンドル２９は、把持部２９ａとラッチ
（ラッチ部）２９ｂを有し、樹脂枠（室内側枠部）１５
には、ハンドル受け３１が設けてあり、ハンドル受け３
１は、内周側と室外側に連続する開口部３５ａ、３５ｂ
の内部にラッチ係止部３７を有し、ハンドル台座３３が
ハンドル受け３１内に位置し、ハンドル把持部２９ａが
ハンドル受け３１から樹脂枠（室内側枠部）１５の内周
側に延出している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠体と、開き障子を備え、枠体は、開き障子の戸先框を隠す室内側枠部を有し、開き障
子は、戸先側見付面にハンドル台座を有し、ハンドル台座に取付けたハンドルは、把持部
とラッチ部を有し、室内側枠部には、ハンドル受けが設けてあり、ハンドル受けは、内周
側と室外側に連続する開口部の内部にラッチ係止部を有し、ハンドル台座がハンドル受け
内に位置し、ハンドル把持部がハンドル受けから室内側枠部の内周側に延出していること
を特徴とする開き窓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開き窓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、開き障子のハンドル台座を戸先框の室内側見付面に設けた開き窓が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２５６３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ハンドル台座が室内側から見えるので、ハンドル台座を見えなくしたいという
要求があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、ハンドル台座を室内側から遮蔽することで意匠性の良い開き窓の提
供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、枠体と、開き障子を備え、枠体は、開き障子の戸先框を隠す
室内側枠部を有し、開き障子は、戸先側見付面にハンドル台座を有し、ハンドル台座に取
付けたハンドルは、把持部とラッチ部を有し、室内側枠部には、ハンドル受けが設けてあ
り、ハンドル受けは、内周側と室外側に連続する開口部の内部にラッチ係止部を有し、ハ
ンドル台座がハンドル受け内に位置し、ハンドル把持部がハンドル受けから室内側枠部の
内周側に延出していることを特徴とする開き窓である。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、ハンドル台座を室内側枠部で遮蔽するので、室内側か
らの意匠性が良い。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態にかかる開き窓であって、図７に示すＡ－Ａ断面図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかる開き窓であって、図７に示すＢ－Ｂ断面図である。
【図３】本発明の実施の形態にかかる開き窓であって、図７に示すＣ－Ｃ断面図である。
【図４】ハンドル受けの図であり、（ａ）は室外側から見た正面図であり、（ｂ）は枠内
周側から見た側面図、（ｃ）は平面図であり、（ｄ）はハンドル受けとハンドルの納まり
を示す正面図である。
【図５】図７に示す開き窓において、ハンドル受け側の縦枠を内周側から見た側面図であ
る。
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【図６】枠に取り付けたハンドル受けを室外側から見た正面図であって、ハンドルとの関
係を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態にかかる開き窓を室内側から見た正面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、添付図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　図７に示すように、本発明の実施の形態にかかる開き窓１は、断熱たて辷り出し窓であ
り、枠（枠体）３と、開き障子５とを備えている。　
　枠３は、上枠７と、下枠９と、戸先側縦枠１１と、吊元側縦枠１２を組んであり、図１
、図２及び図３に示すように、上枠７、下枠９、戸先側縦枠１１及び吊元側縦枠１２は、
各々金属枠１３と金属枠１３の室内側に設けた樹脂枠（室内側枠部）１５で構成してある
。図７に示すように、上枠７、下枠９、戸先側縦枠１１及び吊元側縦枠１２の樹脂枠１５
は、室内側に突設して設けてあり、開き障子５の框（後述する）を隠している。本実施の
形態では、戸先側縦枠１１の樹脂枠１５が開き障子５の戸先框２１（後述する）を隠す室
内側枠部である。　
　図３に示すように、上枠７の樹脂枠１５は、中空部１６を有する樹脂材で一体形成され
ている。下枠９の樹脂枠１５は、樹脂枠本体１５ａと樹脂カバー１５ｂとのソリッド樹脂
材を嵌合して中空部１６を形成している。　
　図２に示すように、戸先側縦枠１１の樹脂枠（室内側枠部）１５及び吊元側縦枠１２の
樹脂枠１５も、樹脂枠本体１５ａと樹脂カバー１５ｂとのソリッド樹脂材を嵌合して中空
部１６を形成している。　
【００１０】
　図１、図２及び図３に示すように、開き障子５は、上框１７と、下框１９と、戸先框２
１と、吊元框２３を組んであり、各框１７、１９、２１、２３は、室外側に設けた金属框
２５と室内側に設けた樹脂框２７とで構成してある。　
　図１に示すように、開き障子５の戸先框２１にはハンドル２９（図７参照）が設けてあ
り、戸先側縦枠１１の樹脂枠（室内側枠部）１５には、ハンドル受け３１が設けてあり、
ハンドル２９の操作により開き障子５の開閉を行うようにしてある。以下に、ハンドル２
９及びハンドル受け３１について説明する。　
【００１１】
　図１に示すように、戸先框２１の室内側見付面にはハンドル台座３３が取付けてあり、
ハンドル２９はハンドル台座３３に回動軸部２９ｃ（図４（ｄ）及び図６参照）を介して
回動自在に取付けてある。ハンドル２９は把持部２９ａとラッチ（ラッチ部）２９ｂを有
し、ラッチ２９ｂは把持部２９ａの操作により回動する。　
【００１２】
　図１及び図４に示すように、ハンドル受け３１は、凹部３５と、ラッチ係止部３７と、
固定部３９とを備えている。凹部３５には、ハンドル台座３３及び解除位置にあるラッチ
２９ｂが室外側から配置されるように、室外側開口部３５ａと内周側開口部３５ｂとが連
続して開口する開口部が形成されており、図５に示すように、内周側から見たときに外周
側に凹んだコ字形状を成している。図１及び図６に示すように、ラッチ係止部３７は凹部
３５の枠外周側に設けた室内側溝壁３７ａと室外側溝壁３７ｂとを有し、室内側溝壁３７
ａと室外側溝壁３７ｂとの間にラッチ２９ｂが係脱自在な空間が形成されている。　
　尚、図１において、ラッチ係止部３７の室外側溝壁３７ｂと樹脂枠本体１５ａの室外側
壁１５ｃとの間にはスペーサ２０を介在してある。　
　固定部３９は、戸先側縦枠１１の金属枠１３にねじ３８で固定してある。　
　図４（ｄ）に示すように、ハンドル受け３１の凹部３５において、二点鎖線で示すよう
にハンドル２９のラッチ２９ｂが解除位置にあるときに、ハンドル把持部２９ａの係止方
向への回動側と反対側の面（図４において上面）と対向する対向壁３５ｃとの間に指挟み
防止空間Ｓが形成されている。指挟み防止空間Ｓは、ハンドル把持部２９ａの回動側にお
けるハンドル受け３１の対向壁３５ｃとの間の寸法Ｔを有し、寸法Ｔは１３ｍｍ以上であ
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る。　
【００１３】
　次に、戸先側縦枠１１の樹脂枠（室内側枠部）１５におけるハンドル受け３１の取付け
について説明する。　
　図２に示すように、戸先側縦枠１１の樹脂枠（室内側枠部）１５において、開き障子５
を開いた状態にして、ハンドル受け３１の取付け位置には、樹脂カバー１５ｂの対応部分
（図２に破線で示す部分）４１ａと樹脂枠１５の対応部分（図２に破線で示す部分）４１
ｂを切除して、ハンドル受け３１の収納空間を形成する。図１に示すように、戸先側縦枠
１１の樹脂枠（室内側枠部）１５の対応部分４１ａ、４１ｂを切除した空間にハンドル受
け３１を配置して、ハンドル受け３１の固定部３９をねじ３８で戸先側縦枠１１の金属枠
１３に固定する。　
【００１４】
　本実施の形態に係る開き窓１の開閉操作について説明する。　
　図１、図４（ｄ）及び図５に示すように、開き障子５が閉じ切り状態にあるときには、
ハンドル台座３３がハンドル受け３１の凹部３５内に位置し、ハンドル２９の把持部２９
ａがハンドル受け３１から樹脂枠（室内側枠部）１５の内周側で下向きに延出している。
この開き障子５の閉じ切り状態から開くときには、図４（ｄ）に矢印Ｅで示すように、ハ
ンドル２９の把持部２９ａを上方に回動して、ハンドル２９のラッチ２９ｂをハンドル受
け３１のラッチ係止部３７から外す。これにより、ハンドル２９のラッチ２９ｂは、ハン
ドル受け３１の凹部３５に位置するので、そのまま開き障子５の戸先框２１を室外側に押
して、ハンドル台座３３及びハンドル２９のラッチ２９ｂを凹部３５の連続した室外側開
口部３５ａ及び内周側開口部３５ｂから室外側へ移動させることで、開き障子５を開く。
　開き障子５を開き位置から締め切るときには、枠３の室外側に位置する戸先框２１を戸
先側縦枠１１に向けて引き、ハンドル台座３３を樹脂枠（室内側枠部）１５に近づけて、
図４（ｄ）に二点鎖線で示すように、ハンドル台座３３及びハンドル２９のラッチ２９ｂ
をハンドル受け３１の連続した室外側開口部３５ａ及び内周側開口部３５ｂから凹部３５
に配置し、図４（ｄ）に示す矢印Ｅと反対側に回動して、実線で示すように、ハンドル２
９の把持部２９ａを押し下げて、ラッチ２９ｂをラッチ係止部３７に係止させる（図６参
照）。　
【００１５】
　次に、本実施の形態に係る開き窓1の効果について説明する。　
　図７に示すように、開き窓１は、ハンドル台座３３を樹脂枠（室内側枠部）１５で遮蔽
するので、室内側からの意匠性が良い。　
【００１６】
　図４（ｄ）に示すように、ハンドル受け３１には、ハンドル２９の係止解除状態におけ
る把持部２９ａ（図４（ｄ）に二点鎖線で示す）の側方に、指挟み防止空間Ｓが形成され
ているので、把持部２９ａの操作時における指Ｙの挟みを防止できる。　
　指挟み防止空間Ｓは、ハンドル２９のラッチ２９ｂを解除した状態でハンドル把持部２
９ａと把持部２９ａの操作軌跡側におけるハンドル受け３１の対向壁３５ｃとの間の寸法
Ｔが１３ｍｍ以上あるから、ハンドル操作時に不用意に指を挟んだり、回動軸部２９ｃの
近傍に指や手をおいてハンドル操作したときに手の甲等を挟んだりするのを防止できる。
　図２及び図３に示すように、上枠７、下枠９、戸先側縦枠１１及び吊元側縦枠１２の各
樹脂枠（室内側枠部）１５は中空部１６を有しているから、断熱性を高めることができる
。　
　図２に示すように、戸先側縦枠１１の樹脂枠（室内側枠部）１５は樹脂枠本体１５ａと
樹脂カバー１５ｂとの２部材で構成しているから、ハンドル受け３１を装着するための穴
を形成するときに、樹脂枠（室内側枠部）１５を大きく切り欠くことができ、加工もし易
い。　
　図２及び図３に示すように、戸先側縦枠１１、吊元側縦枠１２及び下枠９の樹脂枠（室
内側枠部）１５は、樹脂枠本体１５ａと樹脂カバー１５ｂとのソリッド材で構成している
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　図１に示すように、ハンドル受け３１の固定部３９は、戸先側縦枠１１の金属枠１３に
固定しているから、強固に固定でき、防犯性を向上できる。　
【００１７】
　本発明は、上述した実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可
能である。　
　例えば、開き窓１はたて辷り出し窓に限らず、外開き窓や、内開き窓、回転窓等の障子
が枠に対して内外方向に開く窓であれば良い。　
　開き窓１の枠３の戸先枠が下枠９であり、開き障子５の戸先框が下框１９の場合には、
下枠９にハンドル受け３１を設け、下框１９にハンドル台座３３及びハンドル２９を設け
る構成にすることができる。　
　枠３は室外側を金属枠１３とし、室内側を樹脂枠１５とし、開き障子５の各框１７、１
９、２１、２３は室外框を金属框２５とし、室内側を樹脂框２７としたが、これに限らず
、枠３は室外側及び室内側を共に金属枠１３としたり、樹脂枠１５としても良いし、開き
障子５の各框１７、１９、２１、２３においても室外側及び室内側を共に金属框２５とし
たり、樹脂框２７としても良く、枠３や框１７、１９、２１、２３の材質は制限されない
。　
【符号の説明】
【００１８】
　１　　開き窓
　３　　枠（枠体）
　５　　開き障子
　１５　樹脂枠（室内側枠部）
　２１　戸先框
　２９　ハンドル
　２９ａ　把持部
　２９ｂ　ラッチ（ラッチ部）
　３１　ハンドル受け
　３５ａ　室外側開口部
　３５ｂ　内周側開口部
　３３　ハンドル台座
　３７　ラッチ係止部
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【図３】 【図４】



(7) JP 2019-190040 A 2019.10.31

【図５】 【図６】

【図７】
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